
日本基礎老化学会理事選挙内規 

 

1. 選挙で選ばれる理事の数は8名。 

2. 理事の被選挙権は 11月末までに、本年度までの年会費が納入されている正会員

（理事、評議員を含み、学生、名誉、賛助会員は除く）とする。ただし理事の連

続４期の重任はできない。また65 歳を過ぎての理事就任はできない。 

3. 理事の選挙権は正会員（理事、評議員を含む）とする。ただし3年間会費納入が

ない正会員は除く。学生、名誉、賛助会員は除く。 

4. 理事候補者の募集は投票開始2ヶ月程度前（12月中旬頃予定）にA）正会員から

の立候補者募集、B）現理事、現評議員からの理事候補者推薦、の方法で候補者

の募集を行う。募集期間は1週間とする。 

5. 理事候補者の選出は理事応募者から理事会が理事候補者を選出し、e-mailで会員

へ告知する。e-mail addressを持たない会員へは郵送する。 

6. 告知から 2週間程度後に投票を開始し、投票期間は 1週間、Webによる電磁投票

を行う。ただし e-mail addressなしの会員は投票用紙の郵送での投票を受け付

ける。（投票は2月中旬予定） 

7. 投票は連記無記名投票（1〜8名の理事候補者の連記）とする。有効投票率は定め

ない。 

8. 選挙結果の開票および候補者の募集に関しては選挙管理委員会がこれに当たる。 

9. 同点得票を得た場合は A）年齢が若い候補者を当選とする、B）年齢が同じの場

合は女性候補者を当選とする。以上でも決しない場合は理事会が決定する。 

10. 理事の選挙結果は会員へのe-mail, 学会ホームページ、および学会サーキュラー
に広告する。また公式記録として残す。 

11. 選出された理事は任期発効（4月 1日）までに互選によって理事長を「理事長選
出方法に関する内規」に則り選出する。ただし、理事長の重任は２期までとする。

互選に関わる事務は選挙管理委員会がこれにあたる。同時に4月1日以降に臨時

新理事会を開催し、新理事長の承認を得る（会則第12条）。理事長の互選結果は

会員へのe-mail, 学会ホームページ、および学会サーキュラーに広告する。また

公式記録として残す。 

12. 理事の辞任により欠員が生じた場合は選挙管理委員会のもとで補選を行う。 
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